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2017年度　剰 余 金 処 分 案

長野県生活協同組合連合会� （単位：円）

Ⅰ 当 期 未 処 分 剰 余 金

Ⅱ 任 意 積 立 金 取 崩 額

（１）福祉・環境活動等積立金

合 計

Ⅱ 当 期 処 分 額

１ ． 任 意 積 立 金

（1）災害対策・支援積立金

計

Ⅲ 次 期 繰 越 剰 余 金

【注1】福祉・環境活動積立金は目的と取崩し基準が明確ではないため取り崩します。

2017年度は、1件、50,000円の災害支援募金を送り、同額を災害対策・支援積立金から取り崩しました。

上記の通り提案いたします。

金　　　額項　　　目

【注3】 次期繰越剰余金には、生協法第５１条４の教育事業等繰越金300,000円が含まれます。

【注２】災害対策・支援積立金（目的積立金）を　205万円積み増し、800万円とします。

災害対策・支援積立金の目的と取崩基準は以下の通りです。

（取崩基準）災害発生時、積立目的に該当する活動及び支援を行なった場合に取り崩します。

（目的）災害時の事業再建費用及び各種救援活動費用、被災地・被災者の各種支援活動に充当します。


